
消防広第 400 号 
令和７年 12 月 11 日 

 
各都道府県総務部長 殿（市町村担当課扱い） 
都道府県消防防災主管部長 殿 

 
消防庁広域応援室長 

 
指定都市以外の市町村が負担する緊急消防援助隊の活動経費に係る財政

措置について 
 
消防庁長官の求めにより出動した緊急消防援助隊の活動に要した経費（以下

「活動経費」という。）については、受援した市町村が負担することとされてい

ます。 
このうち、指定都市を除く市町村（以下「受援側自治体」という。）が負担す

る活動経費については、一般財団法人全国市町村振興協会（以下「振興協会」と

いう。）が消防広域応援交付金（以下｢交付金｣という。）として、受援側自治体に

代わって応援側の都道府県・市町村に交付しており、指定都市が負担する活動経

費については、特別交付税により措置してきたところです。 
近年、災害の頻発化・激甚化・多様化に伴い、活動経費が増加していく傾向が

あることから、今後も安定的に受援側自治体が財政的負担の懸念なく緊急消防

援助隊を要請できるよう、令和７年以降に生じた緊急消防援助隊の活動経費に

ついては、指定都市と同様に受援側自治体に対して特別交付税を措置すること

としました。 
つきましては、受援側自治体が負担する活動経費につきましては、下記に基づ

き手続きを行っていただきますようお願いします。 
また、貴都道府県内の市町村（消防の事務を処理する一部事務組合等を含む。）

に対し、この旨周知していただきますようお願いします。 
なお、本通知は、法第 37 条の規定に基づく助言として発出するものであるこ

とを申し添えます。 
記 

 
１ 受援側自治体が負担する活動経費に対する財政措置 

１月から 12 月の間に生じた緊急消防援助隊の活動経費について、翌年３月

に受援側自治体に対して特別交付税を措置（措置率 0.8）する。（現行の指定都

市に対する特別交付税措置と同様） 



なお、残る 2 割の負担については、振興協会から交付金が交付される。 
 

２ 手続き（別紙１参照） 
（１）受援側自治体は、別紙２「一般財団法人全国市町村振興協会消防広域応援

交付金交付規程」及び別紙３「消防広域応援交付金交付細則」に基づき、振

興協会に交付金の交付申請を行う（別紙１①）とともに、応援側の都道府県・

市町村に対し、実績報告書を振興協会へ提出するよう依頼する。（別紙１②） 
（２）応援側の都道府県・市町村は、別紙２「一般財団法人全国市町村振興協会

消防広域応援交付金交付規程」及び別紙３「消防広域応援交付金交付細則」

に基づき、実績報告書を振興協会に提出する。（別紙１③） 
（３）振興協会は、提出された実績報告書の精査を行うとともに、消防庁に精査

内容を報告する。（別紙１④⑤） 
（４）消防庁は、必要に応じて振興協会と連携して活動経費の精査等を行い（別

紙１④⑤）、その結果を受援側自治体及び応援側の都道府県・市町村に通知

する。（別紙１⑥⑦） 
（５）受援側自治体は、消防庁の通知に基づき、特別交付税の基礎数値照会へ回

答するとともに、応援側の都道府県・市町村に対して、活動経費を支払う。

（別紙１⑧） 
（６）振興協会は、活動経費の２割相当額について、受援側自治体に交付金を交

付する。（別紙１⑨） 
 
３ その他 
（１）受援した市町村が複数ある場合の活動経費の負担按分について 
   一つの緊急消防援助隊が複数の市町村で活動した場合の活動経費は、そ

の都度消防庁で受援側の市町村と調整して按分方法を示す予定であり、受

援側自治体ごとに按分し、上記２（２）の実績報告書と合わせて振興協会に

報告すること。 
（２）受援側が指定都市の場合における活動経費の負担について 

指定都市が受援した場合における活動経費の負担については、従前のと

おり特別交付税により措置される。（交付金の対象とはならない。） 
（３）広域航空応援に係る活動経費について 
   受援自治体が負担する広域航空応援に係る費用については、従前のとお

り、振興協会から応援側の都道府県・市町村に対して交付金が交付される。 
（４）活動経費の対象範囲について 

活動経費の対象範囲については、変更はない。 
 



 
 【事務担当】 

 消防庁広域応援室 岡田・田中・小出・宮島・三原 

 TEL 03-5253-7527  FAX 03-5253-7537 

 E-mail  kouiki-kikaku@ml.soumu.go.jp 
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別紙１



一般財団法人全国市町村振興協会消防広域応援交付金交付規程 
 

昭和６２年 ２月２７日 規程第 ２６号 

改正 平成 ３年 ６月２７日 規程第 ４０号 

改正 平成 ６年 ８月１７日 規程第 ５９号 

改正 平成 ９年 ２月２４日 規程第 ６２号 

改正 平成１７年 ２月２４日 規程第 ７６号 

改正 平成１８年 ６月２３日 規程第 ８１号 

改正 平成２５年 ３月１９日 規程第１０３号 

改正 平成２６年 ６月１２日 規程第 １６号 

改正 令和 ７年１２月１１日 規程第 ３２号 

 

（趣旨） 

第１条 この規程は、一般財団法人全国市町村振興協会（以下「協会」という。）が交付する消

防広域応援交付金（以下「交付金」という。）について必要な事項を定めるものとする。 

 （定義） 

第２条 この規程において、広域航空消防応援とは、消防組織法（昭和２２年法律第２２６号。

以下「法」という。）第４４条の規定に基づき、大規模特殊災害発生地の市町村が回転翼航空

機を保有する他の都道府県又は他の都道府県に属する市町村による回転翼航空機を用いた消防

に関する応援を要請した場合における当該応援をいう。 

（交付金の目的） 

第３条 この交付金は、地震、風水害、林野火災等の大規模災害等に際し、都道府県の区域を越

えて消防機関の応援（以下「消防応援」という。）を迅速かつ円滑に行うことを促進し、もっ

て被災市町村における人命の救助、被害の軽減に資することを目的とする。 

（対象とする災害） 

第４条 交付金の交付の対象となる災害は、地震、風水害、林野火災等の大規模な災害又は高層

建築物火災、コンビナート火災等の特殊な災害であって、法第４４条の規定により、消防庁長

官が消防応援につき、必要な措置をとったものとする。 

（申請） 

第５条 前条に規定する災害が発生した市町村のうち、都道府県の区域を越えて緊急消防援助隊

による消防応援を受けた市町村は、協会に対し、交付金の交付を申請することができる。 

２ 前条に規定する災害が発生した市町村のうち、都道府県の区域を越えて広域航空消防応援

（緊急消防援助隊による場合を除く。以下同じ。）を受けた市町村は、協会に対し、当該応援

を行った都道府県又は市町村（以下「応援団体」という。）に交付金の交付をすることを申請

することができる。 

（交付金の交付） 

第６条 理事長は、前条の申請があったときは、当該申請に係る内容を審査し、次の区分により、

交付金を交付するものとする。ただし、法第４４条第５項の規定に基づき消防庁長官の指示を

受けて出動した緊急消防援助隊の活動に要した費用のうち、緊急消防援助隊に関する政令（平

成１５年政令第３７９号）第５条の規定により国が負担する経費については、交付金の交付対

象から除くものとする。 

一 前条第一項の申請があったときは、当該申請をした市町村に交付金を交付するものとする。 

二 前条第二項の申請があったときは、応援団体に交付金を交付するものとする。 

２ 交付金の額は、次のとおりとする。 

 一 前項第一号に係るものにあっては、緊急消防援助隊の活動に要した費用に０.２を乗じて得



た額の範囲内において理事長が定める。 

 二 前項第二号に係るものにあっては、広域航空消防応援の規模、活動内容、応援日数等に応

じて予算の範囲内で理事長が定める。 

（その他） 

第７条 この規程に定めるもののほか、この規程の実施に関して必要な事項は、理事長が定める。 

 

 

    附 則 

 この規程は、昭和６２年４月１日から施行する。 

 

   附 則（平成３年６月２７日規４０） 

 この規程は、平成３年６月２７日から施行し、同日以降に交付する交付金に適用する。 

 

   附 則（平成６年８月１７日規５９） 

この規程は、平成６年９月１日から施行し、平成６年８月１日以降に発生した災害に係る交付

金について適用する。 

 

   附 則（平成９年２月２４日規６２） 

 この規程は、平成９年２月２４日から施行する。 

 

   附 則（平成１７年２月２４日規７６） 

 この規程は、平成１７年２月２５日から施行する。 

 

   附 則（平成１８年６月２３日規８１） 

 この規程は、平成１８年６月２３日から施行し、平成１８年６月１４日から適用する。 

 

   附 則（平成２５年３月１９日規１０３） 

 この規程は、平成２５年３月１９日から施行する。 

 

   附 則（平成２６年６月１２日規１６） 

 この規程は、平成２６年４月１日から施行する。 

 

   附 則（令和７年１２月１１日規３２） 

この規程は、令和７年１２月１１日から施行し、令和７年１月１日以降に発生した災害に係る

交付金について適用する。 



消防広域応援交付金交付細則 
 

 
昭和６２年 ４月 １日 

改正 平成 ６年 ８月１７日 

改正 平成１７年 １月１９日 

改正 平成２５年 ３月１９日 

改正 平成２６年 ６月１２日 

改正 平成２７年 ４月２４日 

改正 令和 ７年１２月１１日 

 

 

 

 （趣旨） 

第１条 この細則は、一般財団法人全国市町村振興協会消防広域応援交付金交付規程（昭和６２

年規程第２６号。次条において「規程」という。）第７条の規定に基づき、一般財団法人全国

市町村振興協会（以下「協会」という。）が交付する消防広域応援交付金（以下「交付金」と

いう。）の交付について必要な事項を定めるものとする。 

 （申請） 

第２条 規程第５条に規定する消防応援を受けた市町村（消防の事務を処理する一部事務組合を

含む。以下「受援市町村」という。）の申請は、次のとおり行うものとする。 

一 規程第５条第１項に規定する緊急消防援助隊による消防応援を受けた受援市町村は、様式

第１号の１及び様式第２号により申請するものとする。 

二 規程第５条第２項に規定する広域航空消防応援を受けた受援市町村は、様式第１号の２及

び様式第２号により申請するものとする。 

２ 前項の申請を行った受援市町村は、緊急消防援助隊による消防応援又は広域航空消防応援を

した都道府県又は市町村（消防の事務を処理する一部事務組合を含む。以下「応援団体」とい

う。）に交付金の交付を申請した旨を通知するものとする。 

 （応援団体の報告） 

第３条 前条第２項の通知を受けた応援団体は、様式第３号及び様式第４号により消防広域応援

の内容等を協会に報告するものとする。 

 （交付決定の通知） 

第４条 協会は、交付金の交付を決定したときは、次のとおり、その旨を通知するものとする。 

一 第２条第１項第１号の申請があったときは、受援市町村に交付決定の通知をするものとす

る。 

二 第２条第１項第２項の申請があったときは、応援団体に交付決定の通知をするものとする。 

 （指定口座の通知） 

第５条 前条の通知を受けた受援市町村又は応援団体は、協会へ指定する金融機関の口座を通知

するものとする。 

 （交付金の交付） 

第６条 協会は、前条の指定する金融機関の口座の通知があったときは、交付金を交付するもの

とする。また、第２条第１項第２号の申請を行った受援市町村に対しては、応援団体に交付金

を交付したときは、その旨を通知するものとする。 

 



    附 則 

  この細則は、昭和６２年４月１日から実施する。 

 

    附 則（平成６年８月１７日改正） 

  この細則は、平成６年９月１日から施行し、平成６年８月１日以降に発生した災害に係る交

付金について適用する。 

 

    附 則（平成１７年１月１９日改正） 

  この細則は、平成１７年４月１日から施行する。 

 

    附 則（平成２５年３月１９日改正） 

  この細則は、平成２５年３月１９日から施行する。 

 

    附 則（平成２６年６月１２日改正） 

  この細則は、平成２６年４月１日から施行する。 

 

    附 則（平成２７年４月２４日改正） 

  この細則は、平成２７年５月１日から施行する。 

 

    附 則（令和７年１２月１１日改正） 

  この細則は、令和７年１２月１１日から施行し、令和７年１月１日以降に発生した災害に係

る交付金について適用する。 
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